
介護老人保険施設かにえ訪問リハビリテーション料金表 

（１）訪問リハビリテーション利用料金 

区分等 利用料金 
自己負担額 

1割負担 2割負担 3割負担 

要介護 1～5（20分あたり） 3,080円 308円 616円 924円 

要介護 1～5（20分あたり） 

事業所の医師がﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画の作成に係る

診療を行わなかった場合 

2,580円 258円 516円 774円 

 

・加算サービス項目 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)（1回あたり） 30円 3円 6円 9円 

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算（1日あたり） 

※退院・退所後または認定日から起算して 

3ヶ月以内 

2,000円 200円 400円 600円 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾒﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(2)ロ（一月あたり） 2,130円 213円 426円 639円 

・地域加算 

 ご利用料金の合計額に 3.3％加算 

 

（２）介護予防訪問リハビリテーション利用料金 

区分等 利用料金 
自己負担額 

1割負担 2割負担 3割負担 

要支援 1，2（20分あたり） 2,980円 298円 596円 894円 

要支援 1，2（20分あたり） 

事業所の医師がﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画の作成に係る

診療を行わなかった場合 

2,480円 248円 496円 744円 

 

・加算サービス項目 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)（1回あたり） 30円 3円 6円 9円 

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算（1回あたり） 

※退院・退所後または認定日から起算して 

3ヶ月以内 

2,000円 200円 400円 600円 

長期期間利用の介護予防訪問リハビリテーショ

ンの適正化（1回あたり） 
-300円 -30円 -60円 -90円 

・地域加算 

 ご利用料金の合計額に 3.3％加算 

 

 

令和６年６月１日～ 



※訪問リハビリテーション及び、介護予防訪問リハビリテーションの利用限度日数を超えた場合は

サービス利用料金の金額をお支払い頂きます。 

※介護区分の変更など、介護保険の給付額に変更があった場合、変更に合わせて負担額を変更致し

ます。 

 

（３）保険給付対象外利用料金（１回あたり） 

事業の実施地域を越えて行う交通費 

 

実施地域を超えた地点から 3キロメートル未満  片道あたり 

 

300円 

実施地域を超えた地点から 3キロメートル以上  片道あたり 

１キロメートルを超える 

ごとに 100円加算 

※経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがありま

すが、その場合は事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う１ヵ月前までにご説明し

ます。 

 


